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市からの連絡帳

児童で一時的に保育を必要とする方
※障害のある小学校４年生までの児
童で一時的に保育を必要とする場合
は、午後の時間一時保育を行います
（西原保育園のみ）。
□実施保育園・定員
建西原保育園・１０人以内
建ほうやちょう保育園・６人以内
建しもほうや保育園・６人以内
建みどり保育園・６人以内（社会福
祉法人たつの子会運営）
建田無保育園・６人以内（社会福祉
法人大誠会運営）
□保育時間　月～金曜日　午前８時
３０分～午後５時
□利用日数　週３日以内（違う保育園
を利用される場合も併せて３日以内）
　￥ ４時間以内…１,２００円／回
   ４時間超過…２,４００円／回
　昼　食………  ２００円／日
   おやつ………  １５０円／日
※緊急時など午後５時を超えた場
合、１時間当たり３００円を加算
　申 保育課（田無庁舎１階）・一時保育
実施保育園にある一時保育利用登録
申請書で登録をしてください。平成
１９年度以前に登録されている方も再
登録が必要です。
　登録受付後、一時保育利用登録通
知書を送付します。一時保育利用の場
合は、登録承認後、実施保育園に直
接申し込みをしてください。
□予約方法　利用日の属する月の前
月の１日午前１０時から各保育園に直
接電話で申し込みをしてください
（１日が土・日曜日の場合は、その
月の最初の保育園の開所日が受付日
となります）。
　問 西原保育園（札４６１－９０６３）
   ほうやちょう保育園（札４６５－１３８０）
   しもほうや保育園（札４２１－６４６８）
   みどり保育園（札４６２－４２００）
   田無保育園（札４６１－４４１９）
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

③健康保険などに加入されている方
④申請日以降喫煙しない方
※１８歳未満の方は、従来どおり気管
支ぜん息・ぜん息性気管支炎・慢性
気管支炎・肺気しゅの４つの疾患が
対象疾患です。
□申請書など配布　各出張所・田無
庁舎（健康年金課、子育て支援課）
保谷庁舎（子ども家庭支援センター
母子保健係）で配布。
　場 ・　時 子ども家庭支援センター母子
保健係（保谷保健総合センタ－４
階）・月～金曜日（祝日を除く）午前
８時３０分～午後５時
◆子ども家庭支援センター
（札４３８－４０３８）

 子育て 

■児童扶養手当・特別児童扶養
手当現況届
　現況届は手当受給者・その配偶者・
扶養義務者の方の前年の所得の状
況・養育の状況などを確認する書類
です。
　現在受給されている方（所得超過
による支給停止の方を含む）には、
７月末に「お知らせ」を送付しまし
た。窓口でご本人が提出してください。
提出されない場合、８月以降の手当
が支給停止となる場合があります。
興児童扶養手当
□受付期間　８月１日晶～２９日晶
興特別児童扶養手当
□受付期間　８月１１日捷～２９日晶
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■一時保育事業の利用登録
　保護者の就労・社会活動への参加・
育児疲れのリフレッシュ、疾病など
の理由で、保育が必要な場合、一時
的に保育園で児童をお預かりしま
す。利用には登録が必要です。
　対 市内在住で、満１歳から就学前の

持って、８月１５日までに田無庁舎健
康年金課国保加入係へ申請してくだ
さい。８月１５日以降も申請は受け 
付けますが、申請の時期により１２月
分以降の年金からの変更となりま
す。
※保険料は支払った方の所得税、住
民税の社会保険料控除として申告で
きます。年金天引きの場合は、天引きさ
れた方の税控除の対象となります。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■特定健康診査を受けましょう
興４０～７４歳の方へ
　高齢者の医療の確保に関する法律
により、各医療保険者には「特定健
康診査」と「特定保健指導」の実施
が義務づけられました。西東京市国
民健康保険に加入の方は、６月末に
特定健康診査受診券を発送していま
す。平成２０年４月２日以降に医療保
険者が変わり、健康診査の受診機会
のない方は、市で行なう「一般健康
診査（その他の方）」で実施します。
詳細は健康年金課へお問い合わせく
ださい。
    西東京市国民健康保険以外の医療
保険に加入の方は、各加入医療保険
者へ特定健康診査の受診方法をお問
い合わせください。
◆健康年金課 　保 （札４３８－４０２１）

■気管支ぜん息医療費助成拡充
　東京都では８月１日から、気管支
ぜん息の患者さんに対する医療費助
成の対象年齢を全年齢に拡大しまし
た。
□新たな対象
次の①～④のすべての要件を満たし
ている方
①都内に引き続き１年以上住所がある
方
②現に気管支ぜん息を患っている１８
歳以上の方

 税 

■家屋調査（新築・増改築分）に
ご協力を
　平成２０年中に新築・増改築された
家屋は、平成２１年度から固定資産税
と都市計画税の課税対象となりま
す。
　対象家屋の評価額を算定するた
め、地方税法の規定に基づき、資産
税課職員（固定資産評価補助員）が
伺い、家屋調査を実施しています。
　 対象家屋は、事前に書面でお知ら
せします。職員は必ず身分証明書を
携帯していますが、不審の際には資
産税課までお問い合わせください。
　また、家屋を取り壊したときは、
ご連絡ください。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

 保険・医療 

■国民健康保険料の年金天引き
から口座振替への変更
　１０月から年金天引きの対象になっ
た方で、下記①②の要件を共に満た
す場合は、年金天引きではなく口座
振替による納付を選ぶことができま
す。
① 過去２年間の国民健康保険料を
滞納なく納付していること
② 今後の国民健康保険料を口座振
替により納付すること
　変更を希望される方は、納入通知
書に同封の「納付方法変更依頼書」
に記入し、これから口座振替を申し
込む方は、金融機関などで手続きし
た後「口座振替依頼書（本人控）」を

　８月は、市・都民税普通徴収
第２期の納期です。
　納付には、便利な口座振替を。
◆納税課 　田 （札４６０ー９８３１）

■長寿医療制度（後期高齢者医療制度）

表１〈東京都広域連合の独自軽減措置〉

所得割額の軽減割合賦課のもととなる所得額

全額１５万円まで
７５％２０万円まで
５０％４０万円まで
２５％５５万円まで

表２〈国の対策を踏まえた軽減措置案〉

所得割額の軽減割合賦課のもととなる所得額

全額１５万円まで

７５％２０万円まで

５０％５８万円まで

◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

社会保険料控除として申告できま
す。
　なお、年金天引きの場合は、天
引きされた方の税控除の対象とな
ります。
　申 健康年金課後期高齢者医療係
（田無庁舎）で相談のうえ申請し
てください。申請の際、国民健康
保険組合に加入していた方は、２
年間の保険料について納付してい
た記録または証明書を持参してく
ださい。
　手続きは８月１５日晶までにして
ください。申請が認められた場合
は、１０月の年金からの引き落とし
分から口座振替へ変更することがで
きます（申請時期により１２月以降の年
金分から口座振替となります）。
　問 個別の相談・個人情報を含むこ
とについて…健康年金課へ
※「東京いきいきネット」で情報
提供を行っています。
　HP  http://www.tokyo-ikiiki.net

し、国の決定に基づく新たな軽減
策については、現在準備中のため
反映できていませんので、ご了承
ください。新たな軽減策を反映し
た結果、保険料額が変更となる方
には、決まり次第変更通知書をお
送りします。変更となる方は、年
金からの引き落としから、納付書
による納付に変わります。
■新たな保険料の軽減策
　国が新たな保険料の軽減策を決
定しました（表２）。この決定を受
け、東京都後期高齢者医療広域連
合では、現在準備を進めていま
す。
　７月にお届けしている「保険料

　７５歳以上（一定の障害がある方
は６５歳以上）の方が加入する健康
保険が後期高齢者医療制度です。
この後期高齢者医療制度を長寿医
療制度と呼んでいます。
■保険料の決定通知書を郵送
　平成１９年中の所得に基づき平成
２０年度の保険料を決定しました。
決定通知書を郵送しましたので、
内容をご確認ください。
　今回の保険料では、４月から仮
徴収した方には、決定額からすで
に納付いただいた保険料を差し引
いています。
　また、東京都独自の軽減措置
（表１）を反映しています。ただ

額決定通知書」（納付書）の中で
「保険料額」が「年額１１，３００円」
となっている方には１期分の納付
書のみを郵送していますが、８月
に再計算した２期から８期分の納
付書を郵送します。
■保険料の支払いが「年金からの
引き落とし」から「口座振替」に
変更できるようになりました
　長寿医療制度の保険料を年金か
らの引き落としで納めていただい
ている方で、以下のどちらかにあ
てはまる場合は、口座振替の方法
に変更することができます。
　対 ①長寿医療制度加入前に直近の
２年間で、国民健康保険または国
民健康保険組合の保険料（税）を
滞りなく確実に納付していた本人
②連帯納付義務者となる世帯主ま
たは配偶者がいる年金収入１８０万
円未満の方で、連帯納付義務者の
口座から振り替えのできる方
※口座振り替えにより保険料を支
払われた方は、所得税、住民税の


